
町のうごき
（令和6年1月1日）（前月比）

人口…10,944（－9）
世帯…5,272（+4）

男性…5,142（+5）
女性…5,802（-14）

令和５年度　進学・就職支度金
の申請を受け付けます

経済的な理由により、入学及び就職時
の支度費用の支払いが困難な方に対し、
費用の一部を支給します。
支度金の支給を受けることのできる方

は、湯浅町に居住し、高等学校・大学等
へ入学する、または中学校・高等学校を
卒業して事業所等に就職する生徒の保護
者で、要保護者（生活保護を受けている
方）及び準要保護者（要保護者に準ずる
程度困窮していると認められる方）に該
当する方です。
準要保護者の認定については、教育委

員会の認定基準に基づき審査を行います。
【支度金の種類及び金額】
◯高等学校入学支度金 30,000 円
◯国公立大学入学支度金
　（4年制大学） 50,000 円
　（短大・専門学校） 40,000 円
◯私立大学入学支度金
　（4年制大学） 110,000 円
　（短大・専門学校） 100,000 円
◯中学校・高等学校卒業就職支度金
 30,000 円
【申込み・お問合せ】
教育委員会社会教育係（⑲番窓口） ℡ 63-1111
子ども会指導係（総合センター２階） ℡ 63-3057
※申込み締切り３月18日㊊17時まで

春の全国火災予防運動
３月１日～３月７日

問 湯浅広川消防組合　℡64-0119

「火を消して
不安を消して

つなぐ未来」
３月１日から７日までの間、春季全国
火災予防運動が実施されます。冬の寒さ
も峠を越え、火の取扱いに対する注意が
緩みがちになるこの時期は、空気が乾燥
し、風の強い日が多いことから、火災が
発生しやすくなっています。家庭や職場
で暖房器具や火を取り扱う際には十分注
意しましょう。

住宅防火 いのちを守る７つのポイント
○寝タバコは、絶対しない。
○ストーブは、燃えやすいものから離れ
た位置で使用する。
○ガスこんろなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す。
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警
報器を設置する。
○寝具、衣類、カーテンからの火災を防
ぐために、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅
用消火器等を設置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るた
めに、隣近所の協力体制をつくる。

各種教室のご案内〈申込不要〉
問 健康推進課保健子ども係（⑧⑨番窓口）　℡65‐3008

令和６年４月から相続登記の申
請が義務化されます

問 和歌山地方法務局 ℡073-422-5131

令和６年４月から、相続による不動産
の取得を知ってから３年以内に登記申請
をすることが法律で義務付けられます。
正当な理由なく申請しない場合には

10万円以下の過料が科される可能性が
あります。今のうちから相続登記に備え
ましょう！
・制度に関する詳細は
法務省　所有者不明 で検索 

・個別の事案に対するご相談は、司法書
士会の「相続登記相談センター（℡
0120-13-7832）」にお問い合わせく
ださい

・相続登記の手続に関する
ご案内

　（ハンドブック）→
法務局ホームページ

吉川ウォーキング教室 健康教室

日時 ２月28日㊌
９時30分～10時30分

２月14日㊌
10時30分～11時30分

内容
吉川地区を歩きます。
※水分補給のための飲み物は各自ご準
備お願いします。

「今日から始める低栄養予防～健康寿
命を延ばそう～」

場所 湯浅スポーツセンター 湯浅えき蔵3階会議室１

18令和６年２月

おしらせ 問＝問合せ　申＝申し込み

防衛省・自衛隊からのお知らせ　令和５年度各種目自衛官の募集について

●受験料：無料　●他社との併願可能　●各種無料相談会も実施中
問合せ先：防衛省自衛隊和歌山地方協力本部　有田募集案内所　〒649-0316　和歌山県有田市宮崎町106-2
　　　　TEL：0737-82-6631　E-MAIL：wakayama.pco-arita@rct.gsdf.mod.go.jp

募集種目 資　格 受付期間 試験期日 入隊時期 試験会場

自衛官候補生

18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月
の末日現在、33歳に達して
いない者）

～２月21日㊌

Web試験
２月25日㊐～28日㊌
身体検査、面接
３月２日㊏

令和６年
３月以降

和歌山地方協力本部
（和歌山市）

めざせ！海上保安官
問 海南海上保安署　℡073-492-0134

■海上保安学校
受付期間：２月22日㊍～３月11日㊊
■海上保安大学校・初任科
受付期間：２月22日㊍～３月25日㊊
※受験資格等、詳しくは
お問い合わせください。

第３回 福祉・介護・保育の
就職フェアわかやま

問 申 
社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会
福祉人材センター「ハートワーク」
 ℡073-435-5211

求人事業所の人事担当者と個別に面談
していただけます。興味・関心のある方
はどなたでも参加できます。
■日時　３月２日㊏　13時～ 16時
　　　　（受付 12時 30分～）
■場所　和歌山ビッグ愛 １階 大ホール

〈令和５年分確定申告会場開設のお知らせ〉

■開設期間　2 月 16 日㊎～３月 15日㊎
（土日祝日を除く）
相談受付は 16 時までですので、なるべ
く早めにお越しください。なお、確定申告
会場の混雑状況により、16時以前に相談
受付を終了する場合がありますのでご了承
ください。
※税務署の確定申告会場では、スマートフ
ォンによる申告書の作成及び電子申告を
推進していますので、スマートフォンを
お持ちください。マイナンバーカードを
お持ちの方はマイナンバーカードの持参
をお願いします（暗証番号もお忘れなく）。
※土地等譲渡所得及び贈与税の相談は、担
当者が従事している日にお越しください。
●２月16日㊎、19日㊊、21日㊌、26日㊊、
28日㊌
●３月４日㊊、６日㊌、８日㊎、11日㊊、
13日㊌、15日㊎

〈確定申告はスマホがおすすめです〉
・確定申告期間は 24時間いつでも利用可
能です
・スマホ専用画面で見やすく操作が簡単です
・画面の案内に沿って入力するだけです

・書類の記載内容を入力・送信することで
添付を省略できます
※一部の書類は除きます
・申告書の印刷、税務署への持参や郵送が
不要です

〈確定申告期限のお知らせ〉
■申告所得税及び復興特別所得税の申告・
納期限：3月 15日㊎

■消費税及び地方消費税（個人事業者）の申
告・納期限：４月１日㊊
■贈与税の申告・納期限：3月 15日㊎

〈便利な納付方法をご利用ください〉

国税の納付は、口座振替による納付、ダ
イレクト納付、スマホアプリを利用した納
付など、金融機関や税務署等の窓口に行く
必要がない、非対面の「キャッシュレス納
付」のご利用をお願いします。

〈振替納税のご案内〉
納税には「振替納税」が便利で確実です
ので、是非ご利用ください。
■申告所得税及び復興特別所得税の振替日
　４月 23日㊋
■消費税及び地方消費税（個人事業者）の振替日
　４月 30日㊋

湯浅税務署からのお知らせ
問 湯浅税務署　℡6３-5351

19 令和６年２月


